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１  開 催 期 間  

令 和 ５ 年 １ １ 月 １ 日 （ 水 ） ～ 令 和 ５ 年 １ １ 月 １ ７ 日 （ 金 ）  

 

２  書 面 審 議 に 参 加 し た 委 員  

（ １ ） 審 査 会 委 員  定 数  ５ 名  書 面 審 議 参 加 委 員  ５ 名  

横 内  憲 久  委 員  

日 髙  正 人  委 員  

木 村  靖 彦  委 員  

夏 目  幸 子  委 員  

岩 岡  竜 夫  委 員  

 

３  議 事  

（ １ ） 審 議 議 案 に つ い て   同 意 案 件 １ 件  諮 問 案 件 １ 件  

 

第 １ 号  建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に よ る 許 可 に つ

い て  

第 ２ 号  流 山 市 都 市 計 画 高 度 地 区 の 規 定 書 第 ６ 項 第 ２ 号 に

規 定 す る 特 例 の 許 可 に つ い て （ 諮 問 ）  

 

４  議 事 の 概 要  

（ １ ） 第 １ 号 議 案 説 明  

事 務 局  

一 戸 建 て の 住 宅 の 建 築 計 画 の 内 容 が 、 建 築 基 準 法 第 ４ ３

条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 許 可 に 相 当 す る こ と を 説 明 。  

 

（ ２ ） 質 疑 応 答  

    特 に な し 。  

 

（ ３ ） 第 ２ 号 議 案 説 明  

事 務 局  

流 山 都 市 計 画 高 度 地 区 の 規 定 書 第 ６ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る

特 例 の 許 可 に つ い て 説 明 。  
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（ ４ ） 質 疑 応 答  

横 内 会 長  

本 件 は 、特 例 の 許 可 の ４ つ の 要 件 に 合 致 し て い る た め 、許

可 相 当 と 考 え ら れ ま す 。し か し 、こ れ ま で の 本 市 の 同 様 の 特

例 許 可 物 件 は 、公 共 施 設 や 寺 社 施 設 で あ っ た た め 、許 可 後 の

管 理 運 営 者 が 明 確 で 、 環 境 維 持 等 の 問 題 は 少 な い と 思 わ れ

ま す が 、本 件 の 場 合 は 、分 譲 マ ン シ ョ ン の た め 、分 譲 後 は 、

購 入 者 が 管 理 者 と な り 、 以 下 の よ う な 懸 念 点 が 考 え ら れ ま

す 。  

マ ン シ ョ ン 購 入 者 が 少 な い 場 合 、 大 き な 許 可 理 由 の 一 つ

で あ る 「 広 大 な 緑 地 」 の 手 入 れ や 清 掃 等 の 管 理 が 可 能 で す

か 。こ の こ と は 許 可 の 前 提 で あ る「 周 辺 環 境 と の 調 和 が 図 ら

れ て お り 、市 街 地 環 境 の 維 持 向 上 に 大 き く 貢 献 す る も の 」に

将 来 抵 触 す る 恐 れ が あ り ま す 。 こ の 懸 念 に 対 す る 事 業 者 の

考 え は あ り ま す か 。少 な く と も 、事 業 者 の 理 由 書 に は 記 載 が

あ り ま せ ん 。  

 

事 務 局  

事 業 者 か ら の 回 答 と な り ま す 。  

本 計 画 は 分 譲 マ ン シ ョ ン の 為 、 区 分 所 有 者 全 員 を も っ て

構 成 さ れ る「 管 理 組 合 」が 建 物 並 び に そ の 敷 地 及 び 付 属 施 設

の 管 理 を 行 う た め の 団 体 と な り ま す 。 本 件 の 管 理 又 は 使 用

に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 区 分 所 有 者 の 共 同 の 利 益 を 増 進

し 良 好 な 住 環 境 を 確 保 す る こ と を 目 的 と し た 管 理 規 約 、 使

用 細 則 等 の 遵 守 義 務 が あ り ま す 。  

植 栽 管 理 に つ い て は 、植 栽 の 景 観 管 理 、剪 定 、手 入 れ 、除

草 、芝 刈 り 、病 害 虫 防 除 、施 肥 、自 動 潅 水 シ ス テ ム 点 検 な ど

の 為 の 植 栽 管 理 費 用 を 年 間 管 理 費 よ り ま か な い 、 専 門 業 者

へ の 委 託 も 含 め 行 い ま す 。  

事 業 者 と し て は 、 重 要 事 項 説 明 書 へ 流 山 市 と の 協 議 項 目

を 明 記 し 、区 分 所 有 者 へ 維 持 管 理 を 引 き 継 ぎ ま す 。引 継 ぎ ま

で は 事 業 者 に て 維 持 管 理 を 行 い 、 常 に 手 入 れ や 管 理 が 行 き

届 い た 外 構 と な る よ う 配 慮 し ま す 。  
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横 内 会 長  

区 分 所 有 者 に よ っ て 構 成 さ れ る「 管 理 組 合 」の 役 割 は 理 解

し て い る つ も り で す 。質 問 の 趣 旨 は 、マ ン シ ョ ン 販 売 後 、区

分 所 有 者 が 全 体 の ６ ,７ 割 程 度 以 下 に な っ た と き に 、マ ン シ

ョ ン 事 業 者 は 植 栽 管 理 費 の 補 填 は す る の か と い う こ と で す 。

本 計 画 で 建 蔽 率 を 下 げ る と い う こ と は 、 オ ー プ ン ス ペ ー ス

を 増 や す こ と で す 。そ こ に 膨 大 な 植 栽 を 施 す の は 、生 き 物 を

増 や す こ と に な り 、管 理 は 重 要 に な り ま す 。こ の 意 見 は 、完

売 す れ ば 、杞 憂 に 終 わ る か も し れ ま せ ん が 、建 蔽 率 を 下 げ る

こ と が 常 に 良 策 と は 限 り ま せ ん 。  

    

事 務 局  

事 業 者 か ら の 回 答 と な り ま す 。  

本 計 画 は 十 分 な 市 場 調 査 を 行 っ た う え で 住 宅 需 要 を 見 込

み 、 計 画 ・ 事 業 化 し ま し た 。  

新 築 工 事 完 了・建 物 引 受 後 、全 住 戸 の 入 居 に 至 ら な い 場 合

も 未 引 渡 し 住 戸 分 の 管 理 費 は 事 業 者 が 負 担 し ま す 。 植 栽 の

維 持 管 理 や 資 産 価 値 の 維 持・向 上 に つ い て は 、管 理 会 社 が 入

り 管 理 組 合 や 区 分 所 有 者 に 対 し て サ ポ ー ト 等 を 行 い ま す 。  

植 栽 管 理 に つ い て は 、 前 出 回 答 書 に 記 載 の と お り 植 栽 の

景 観 管 理 、剪 定 、手 入 れ 、除 草 、芝 刈 り 、病 害 虫 防 除 、施 肥 、

自 動 潅 水 シ ス テ ム 点 検 な ど の 為 の 植 栽 管 理 費 用 を 年 間 管 理

費 よ り ま か な い 、専 門 業 者 へ の 委 託 も 含 め 行 い ま す 。事 業 者

は 年 間 管 理 費 の 算 出 に は 十 分 な 植 栽 管 理 費 用 を 見 込 み ま す 。 

 ま た 、 流 山 市 グ リ ー ン チ ェ ー ン 認 定 取 得 に よ る 剪 定 枝 の

処 分 費 の 免 除 な ど 、 管 理 費 の 負 担 軽 減 と な る 制 度 の 利 用 は

検 討 し た い と 考 え て い ま す 。  

 事 業 者 と し て は 、 区 分 所 有 者 へ の 引 継 ぎ 同 様 に 管 理 会 社

へ も 流 山 市 と の 協 議 項 目 を 明 記 し 、 維 持 管 理 を 確 実 に 引 き

継 ぐ こ と で 、 常 に 手 入 れ や 管 理 が 行 き 届 い た 外 構 と な る よ

う に し ま す 。  
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横 内 会 長  

３ ０ ０ ０ ㎡ を 超 え る 敷 地 の マ ン シ ョ ン 開 発 が 今 後 た び た

び あ る と は 思 え ま せ ん が 、通 常 、マ ン シ ョ ン は 高 層 部 が 高 価

格 に な り や す い た め 、 事 業 者 は 高 さ を 高 く し た が る 傾 向 が

強 い で す 。そ の た び に 本 事 例 を 前 例 に さ れ ま す と 、本 市 の 都

市 計 画 の 意 図（ 用 途 地 域 、容 積 率 、建 蔽 率 、高 度 規 制 等 ）が

崩 れ か ね ま せ ん 。  

 

事 務 局  

ご 指 摘 の と お り 、本 案 件 が 許 可 と な っ た 場 合 、本 案 件 が 今

後 の 参 考 事 例 と な り 、 特 例 の 許 可 を 求 め る 分 譲 マ ン シ ョ ン

が 計 画 さ れ る 可 能 性 は あ る も の と 認 識 し て お り ま す 。  

一 方 で 、建 物 の 許 可 制 度 を 否 定 し な い 範 囲 で 、会 長 の ご 指

摘 の と お り 、高 度 規 制 等 の 都 市 計 画 の 意 図 が 崩 れ な い よ う 、

丁 寧 に 説 明 し 、 理 解 を 求 め て ま い り ま す 。  

そ の 上 で 、本 案 件 同 様 、特 例 の 許 可 を 求 め る 計 画 に 対 し て

は 、周 辺 環 境 と の 調 和 を 図 り 、市 街 地 環 境 の 維 持 向 上 に 大 き

く 貢 献 す る 対 策 を 指 導 し て ま い り ま す 。  

 

横 内 会 長  

市 の 指 導 に 期 待 い た し ま す 。  

 

日 髙 委 員  

 周 辺 の 住 民 は 、 マ ン シ ョ ン の 建 設 に つ い て ど の よ う に 考

え て い ま す か 、何 か 意 見 な ど は 出 て い ま す か 、反 対 運 動 な ど

は あ り ま す か 。  

 

事 務 局  

 街 づ く り 条 例 に 基 づ き ７ 月 １ ０ 日 に 実 施 し た 、 近 隣 住 民

対 象 の 事 業 説 明 会 で は 、 大 き な 反 対 意 見 は な か っ た と の 報

告 を 事 業 者 か ら 受 け て お り ま す 。ま た 、同 条 例 に 基 づ き 説 明

会 実 施 報 告 書 を 縦 覧 し た と こ ろ 、 日 影 の 範 囲 を 確 認 し た い

旨 の 意 見 書 が １ 通 提 出 さ れ ま し た が 、 事 業 者 が 作 成 し た 見

解 書 に よ り 、 了 承 が 得 ら れ た も の と 認 識 し て お り ま す 。  
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日 髙 委 員  

日 照 の 観 点 か ら 、 周 辺 住 民 に 悪 影 響 は あ り ま せ ん か 。  

 

事 務 局  

日 照 の 影 響 に つ い て は 、 建 築 基 準 法 の 日 影 の 制 限 に 適 合

し て い る こ と を 踏 ま え 、事 業 者 に よ り 近 隣 住 民 に 説 明 し 、了

承 が 得 ら れ て お り ま す 。   

   

横 内 会 長  

近 隣 住 民 へ の 建 設 計 画 や 日 影 の 説 明 な ど の 言 質 は 取 っ て

お い て く だ さ い 。と く に 、事 業 者 か ら の 申 請 高 さ が 、１ ９ ．

９ ９ ｍ で 、１ ｃ ｍ の ク リ ア ラ ン ス し か あ り ま せ ん の で 、施 工

次 第 で ２ ０ ｍ を 超 え る か も し れ ま せ ん 。 竣 工 後 は 確 認 し よ

う が あ り ま せ ん し 、 壊 す こ と も で き ま せ ん 。  

 

事 務 局  

    承 知 い た し ま し た 。  

 

（ ５ ） 審 査 の 結 果  

各 委 員 の 意 見 が な い 旨 を 書 面 に て 確 認 し 、 建 築 審 査 会 と

し て 、第 １ 号 議 案 に つ い て 同 意 す る こ と 、及 び 、第 ２ 号 議 案

に つ い て 異 存 な い こ と を 決 定 し た 。  

 

（ ６ ） 閉 会  

 

 

 


